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前納報奨金制度（納期前納付奨励金）をご存知ですか。
前納報奨金制度とは、市県民税（普通徴収）又は固
定資産税を納める場合、第１期の納期内に１年間（全
期）分を一括して納めていただくと、年税額から前納
報奨金を割引する制度です（口座振替でもご利用でき
ます）。
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　神埼市役所　　　税務課 　�３７�０１１４
　 　  　� ４４�４２６５
　脊振総合支所　　  　� ５９�２１１１
千代田総合支所 市民福祉課

市民福祉課

�������	
�

口座振替制度を利用すれば、納期毎に、届出
した金融機関の預金口座から自動的に納付する
ことができます。納めに行く手間や、うっかり
納付期限を忘れてしまうこともなくなります。
口座振替制度のご利用をお願いします。
口座振替依頼書は、税務担当窓口にあります。

口座振替日は各納入期限日ですが、国民健康保
険税の７期（１２月）は、１２月２５日に口座振替
を行います。

裁
判
員
制
度
」
が
、
い
よ
い
よ
今

月　

日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

２１裁
判
員
制
度
と
は
、
国
民
の
皆
さ

ん
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
、

刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
で
す
。

裁
判
員
裁
判
の
対
象
と
な
る
事
件

ご
と
に
、
昨
年
末
に
裁
判
員
候
補
者

名
簿
に
登
録
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
、

さ
ら
に
く
じ
で
選
ば
れ
た
方
に
選
任

手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
（
呼
出
状
）

と
質
問
票
が
、
裁
判
の
６
週
間
前
ま

で
に
裁
判
所
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
と
あ

わ
せ
て
送
付
さ
れ
た
質
問
票
に
辞
退

の
有
無
及
び
そ
の
事
情
を
回
答
し
ま

す
。
事
前
に
辞
退
が
認
め
ら
れ
た
方

以
外
は
、
選
任
手
続
き
の
日
に
裁
判

所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
地
方
裁
判
所　

総
務
課

�
２
３�
３
１
６
１

�������	
��
佐賀銀行、佐賀東信用組合、佐賀共栄銀行、
佐賀信用金庫、ゆうちょ銀行、
佐賀県農協（本所、市内各支所）
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定額給付金及び子育て応援特別手当の申請書の受
け付けを行っています。まだ申請をされていない方

� ���������������
は、早めの申請をお願いします。
� ������������������
※申請書をなくされた方は、ご連絡ください。
�������	
�

　神埼市役所　市長公室
　千代田総合支所　総務企画課
　脊振総合支所　総務企画課
　（土 ･日・祝日を除く、８：３０～１７：１５）
※毎週火曜日（平日、１７：１５～１９：００）のみ、
　神埼市役所市民課総合窓口で申請を受け付けます。
�������

・定額給付金事業実施本部（市長公室内）
　�３７�０１０２
・子育て応援特別手当事業実施本部（福祉課内）
　�３７�０１１０
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神
埼
市
の
学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、

脊
振
・
神
埼
・
千
代
田
の
校
区
ご
と

に
実
施
形
態
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
ね
ら
い

と
し
て
、
３
町
村
の
速
や
か
な
一
体

性
の
確
立
を
促
し
、
住
民
福
祉
の
向

上
と
新
市
全
体
の
均
衡
あ
る
発
展
を

目
指
し
て
き
ま
し
た
。

特
に
教
育
環
境
に
お
け
る
食
育
に

関
し
て
は
、
将
来
の
担
い
手
で
あ
る

子
ど
も
た
ち
の
学
力
や
体
力
の
向
上

及
び
人
格
の
醸
成
、
健
全
な
育
成
を

図
る
観
点
か
ら
、
市
内
の
児
童
生
徒

が
分
け
隔
て
な
く
均
衡
が
保
た
れ
る

一
体
的
、
効
率
的
な
学
校
給
食
共
同

調
理
場
の
建
設
計
画
を
緊
急
課
題
と

し
て
い
ま
す
。

そ
の
様
な
中
、
千
代
田
校
区
の
千

代
田
共
同
調
理
場
の
設
備
の
老
朽
化

や
、
神
埼
校
区
の
副
食
の
み
の
民
間

委
託
か
ら
、
米
飯
給
食
を
望
む
共
同

調
理
場
建
設
の
要
望
が
あ
り
ま
す
。

半
面
、
脊
振
校
区
で
は
自
校
方
式
の

給
食
形
態
を
継
続
さ
せ
た
い
と
の
保

護
者
の
声
が
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

前
述
の
問
題
に
加
え
、
将
来
に
お

け
る
児
童
・
生
徒
数
の
減
少
、
運
営

費
に
係
る
低
コ
ス
ト
、
財
政
事
情
に

よ
る
合
併
特
例
債
の
活
用
、
市
内

小
・
中
学
校
の
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
均

衡
化
な
ど
を
考
慮
し
た
学
校
給
食
共

同
調
理
場
の
建
設
に
つ
い
て
、
議
会
、

行
政
、
市
内
学
校
、
学
校
給
食
栄
養

士
・
調
理
師
、
技
術
見
識
者
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
・
育
友
会
な
ど
か
ら
の
代
表
者　
１１

人
の
委
員
で
、
平
成　

年
５
月
に
諮

２０

問
を
受
け
、
検
討
・
審
議
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
３
月　

日
、
今
後
の

２５

学
校
給
食
共
同
調
理
場
建
設
等
に
つ

い
て
の
答
申
報
告
が
、
同
建
設
委
員

会
（
宮
島
清
委
員
長
）
か
ら
市
長
に

手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
教
育
委
員
会 

学
校
教
育
課

�
４
４�
２
３
８
４

�������	
◇学校給食は、将来を担う子ども達
の学力や体力の向上及び人格の
醸成、健全な育成を図る上におい
て必要である。
◇学校給食共同調理場建設の必要
性については、食材の安全安心の
度合い・地場産の利用割合・給食
の必要摂取量の均衡化・献立や栄
養を題材とした食育学習の充実
などを総合すると、民間委託方式
でなく、児童生徒に対する思いや
りが深い学校給食共同調理場を
建設することを提言する。
◇建設対象校区の範囲については、
神埼・千代田の２校区とし、合併
特例債の活用で平成２３年４月の
給食開始に向けて邁進されるよ
う期待するものである。その後、
平成２８年度を目途に脊振校区を
含めた、市内学校給食の統一に向
けて検討することを提言する。
◇米飯完全給食方式とし、加工食数
規模は、将来の脊振校区の受け入
れ体制を考慮した最大給食数を
３,２００食とすることを提言する。
◇建設場所の候補地の選定等につ
いては、調理後２時間以内の喫食
できること、住宅地を避けた場所
などを考慮し、今後市内数箇所の
選定を急ぐことなど継続した検
討が必要である。
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総
務
省
で
は
、
国
な
ど
の
行
政
に

対
す
る
苦
情
、
意
見
・
要
望
を
受
け

付
け
、
行
政
運
営
の
改
善
な
ど
に
結

び
つ
け
る
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

市
内
で
は
、
次
の
３
人
の
方
が
総

務
大
臣
よ
り
行
政
相
談
員
と
し
て
委

嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

困
り
ご
と
が
あ
る
が
ど
こ
に
相
談

し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
、
関
係
機

関
の
説
明
に
納
得
で
き
な
い
、
こ
う

し
て
欲
し
い
、
お
困
り
の
こ
と
な
ど

あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

 

（
４
月
１
日
現
在
、
敬
称
略
）

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

人
権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
６

月
１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

と
定
め
、
全
国
的
な
啓
発
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。

市
内
で
は
、
次
の
８
人
の
方
が
法

務
大
臣
よ
り
人
権
擁
護
委
員
と
し
て

委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

（
４
月
１
日
現
在
、
敬
称
略
）

市
役
所
、
総
合
支
所
で
、
定
期
的

に
相
談
所
を
開
設
す
る
ほ
か
、
地
域

の
人
権
問
題
に
関
す
る
活
動
を
行
い

ま
す
。

※
相
談
日
は
、「
市
報
か
ん
ざ
き
」
の

「
相
談
」
の
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
予
約
は
、
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
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神
埼
市
役
所　

市
長
公
室
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０
０
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神
埼
市
で
は
、
平
成　

年
４
月
か

２１

ら
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
方
の
経

済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
治

療
費
に
対
す
る
経
費
の
一
部
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

婚
姻
届
を
行
っ
た
夫
婦
で
、
神
埼

市
内
に
１
年
以
上
引
き
続
き
住
所

登
録
を
し
て
い
る
方

※
所
得
制
限
に
つ
い
て

夫
と
妻
の
い
ず
れ
も
前
年
の
所
得

の
合
計
額
が
、
７
３
０
万
円
未
満

で
あ
る
こ
と
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


健
康
保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
夫
婦

間
で
行
う
「
人
工
授
精
」「
体
外
受

精
」「
顕
微
授
精
」

※
医
師
の
判
断
に
基
づ
き
、
や
む
を

得
ず
治
療
を
中
断
し
た
場
合
に
つ

い
て
も
助
成
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�

医
療
機
関
に
支
払
っ
た
助
成
対
象

治
療
費
の
額
に　

分
の
７
を
乗
じ

１０

て
得
た
額
か
ら
、
佐
賀
県
不
妊
治

療
支
援
事
業
助
成
金
額
等
を
差
し

引
い
た
額
と
初
年　

万
、
次
年
以

２０

降
は
、　

万
円
と
を
比
較
し
て
少

１０

な
い
額

�
�
�
�
�
　

通
算
し
て
５
年
間

�
�
�
�
�

平
成　

年
３
月　

日
（
水
）
ま
で

２２

３１

※
た
だ
し
、
治
療
終
了
日
が
平
成　
２２

年
２
月
１
日
か
ら
平
成　

年
３
月

２２

　

日
ま
で
の
治
療
に
つ
い
て
は
、

３１平
成　

年
４
月　

日
（
金
）
ま
で

２２

３０

は
、
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
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�
�
	


�

神
埼
町
保
健
セ
ン
タ
ー

�
５
１�
１
２
３
４

�
５
１�
１
９
１
０

�������	
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【例】治療費が４５万円の場合

　４５万円（病院への支払い）×０.７
　　－１０万円　（佐賀県の助成金）
　　　　＝２１．５万　（自己負担額）
　　※神埼市からの助成金
　　　　　･･･ 初年は、２０万円
　　　　　･･･ 次年以降は、１０万円
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所
得
が
少
な
い
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に

は
、
本
人
の
申
請
手
続
き
に
よ
っ
て

保
険
料
の
納
付
が
免
除
又
は
猶
予
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す
る

と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
が
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
場
合
だ

け
で
な
く
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

必
ず
保
険
料
を
納
め
る
か
、
納
め

る
こ
と
が
難
し
い
方
は
、
申
請
手
続

き
を
し
ま
し
ょ
う
。
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本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請

手
続
し
、
承
認
さ
れ
た
場
合
、
保
険

料
の
納
付
が
全
額
免
除
、
一
部
免
除

さ
れ
ま
す
。
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歳
未
満
の
方
で
本
人
・
配
偶
者

３０
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	



学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請
す
る
こ

と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

将
来
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
取
る
た
め
に
、
免
除
期
間
に
つ
い

て　

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の

１０
ぼ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
（
追
納
）

こ
と
が
で
き
ま
す
。

保
険
料
免
除
等
の
承
認
を
受
け
た

期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３

年
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る
場

合
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経
過
期

間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ

ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納
を
お
勧
め

し
ま
す
。

保
険
料
免
除
の
申
請
は
、
左
記
の

窓
口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

佐
賀
社
会
保
険
事
務
所

�
３
１�
４
１
９
１

神
埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
０
１
１
５

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
３
０
７
１

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１

� � � � � �

����　５月１９日（火） ９：００～１２：００

����　神埼市役所　３�５会議室

����　農業の担い手

（認定農業者・集落営農組織）

�������

神埼市役所　農林水産課 �３７�０１０６

�

�

�

�

������������

������������

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
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������������

市
内
各
地
区
に
お
い
て
一
斉
清
掃

活
動
「
神
埼
市
ク
リ
ー
ン
作
戦
」
を

実
施
し
ま
す
。

地
域
の
環
境
美
化
活
動
に
参
加
し
、

清
流
と
緑
豊
か
な
神
埼
市
の
自
然
環

境
と
生
活
環
境
を
自
ら
の
手
で
守
り

ま
し
ょ
う
。

�
�
�
　

５
月　

日
（
日
）

３１

地
区
に
よ
っ
て
は
実
施
日
を
変
更

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
の

で
、
地
区
の
案
内
な
ど
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所 
保
健
環
境
課

�
３
７�
０
１
１
２

千
代
田
総
合
支
所 
市
民
課

�
４
４�
４
２
６
５

脊
振
総
合
支
所 
市
民
課

�
５
９�
２
１
１
１

介
護
の
必
要
の
な
い
お
元
気
な
高

齢
者
を
対
象
に
、
簡
単
な
運
動
・
体

操
を
み
ん
な
で
行
う
こ
と
で
、
い
き

い
き
と
楽
し
み
な
が
ら
老
化
の
予
防

を
図
り
ま
す
。
仲
間
の
方
た
ち
と
の

触
れ
合
い
を
通
し
て
、
心
身
を
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�

神
埼
市
に
居
住
地
を
有
す
る
お
お

む
ね　

歳
以
上
の
方

６５

�
�
�
�
�

平
成　

年
６
月
か
ら

２０

 

平
成　

年
３
月
ま
で

２１

�
�
�
�
�

各
地
区
と
も

　

人
か
ら　

人
程
度

２０

３０

�
�
�
�
　

１
回
２
０
０
円

�
�
�
�
�
�
　

５
月　

日
（
金
）

２２

�
�
�
�
�
�
�
	

▼
神
埼
地
区
・
・
・

神
埼
中
央
公
園
体
育
館（
木
曜
日
）

▼
千
代
田
地
区
・
・
・

千
代
田
町
福
祉
セ
ン
タ
ー（
火
曜
日
）

▼
脊
振
地
区
・
・
・

脊
振
公
民
館（
月
曜
日
）

※
い
ず
れ
も
午
後
２
時
か
ら
３
時
半

ま
で
。
月
に
よ
り
回
数
は
異
な
り

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

�
３
７�
０
１
１
１

�
�
�
�
�
�
�
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神
埼
庁
舎
１
階
に
あ
り
ま
し
た

「
環
境
課
」
は
、
４
月
か
ら
「
保

健
環
境
課
」
と
な
り
、
神
埼
町
保

健
セ
ン
タ
ー
（
２
階
）
で
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

脊
振
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
の

持
ち
込
み
に
つ
い
て
、
市
役
所
窓

口
で
検
認
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

４
月
か
ら
直
接
持
ち
込
み
が
可
能

と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
身
分
証

明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。

あなたの知恵や能力を学校活
性化のために活かしてみません
か？
週１回、年１回でも結構です。
活動の充実・発展のため、ご理
解・ご協力をお願いします。
学校支援ボランティアに興味
のある方は、説明会を実施しま
すので、当日ご参加ください。
����

���　　５月１１日（月）
　　　　　午後７時半から
����　神埼市中央公民館
　　　　　第１研修室
�������

　神埼市教育委員会 学校教育課
　�４４�２３８４
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神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

�
３
７�
０
０
８
８
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４
月
は
、
脊
振
総
合
支
所
で
行
い
、

６
組
（
６
人
）
が
来
庁
さ
れ
ま
し
た
。
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神埼市では、平成２１年４月から
２年間の予定で妊婦健診についての
補助の拡大を行っています。
平成２１年４月以降に市で発行し

た妊婦健診受診票（補助券）の使用
ができない医療機関で健診を受け
られた場合においても、償還払い
ができるようになりました。
該当される方は、申請の際に必
要な書類がありますので、下記窓
口までお尋ねください。
※ただし補助額には
上限があります。

�������

神埼町保健センター
�５１�１２３４
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